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手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

第
10
回
特
別
弔
慰
金

　
第
10
回
特
別
弔
慰
金
の
申
請
受
付
期
限

が
近
づ
い
て
い
ま
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る

人
で
申
請
し
て
い
な
い
人
は
、
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。（
平
成
27
年
以
降
に
問
い

合
わ
せ
し
た
人
を
除
く
）

支
給
対
象　
平
成
27
年
４
月
１
日
時
点
で

生
存
し
て
お
り
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順

位
の
遺
族
１
人
に
支
給
し
ま
す
。

①
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の

受
給
権
を
取
得
し
た
人　
②
戦
没
者
な
ど

の
子　
③
戦
没
者
な
ど
の
父
母
、
孫
、
祖

父
母
、
兄
弟
姉
妹（
孫
、
兄
弟
姉
妹
は
戦

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
内
に
在
住
す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
全
て
の
人
は
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す（
被
用

者
年
金
加
入
者
と
被
用
者
年
金
と
そ
の
被

扶
養
配
偶
者
は
除
き
ま
す
）。
他
の
年
金

に
加
入
し
て
い
な
い
人
に
は
、
20
歳
に
な

る
と
日
本
年
金
機
構
か
ら
加
入
手
続
き
の

案
内
書
が
届
き
ま
す
。
市
民
課
・
各
地
域

局
、
年
金
事
務
所
で
加
入
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
収
入
が
な
く
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難

な
場
合
は
「
学
生
納
付
特
例
制
度（
学
生

の
み
）」や「
納
付
猶
予
制
度（
50
歳
未
満
）」

な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

１
月
の
納
期
限　
１
月
31
日（
水
）

○
市
民
税
・
県
民
税（
普
通
徴
収
／
４
期
）

○
国
民
健
康
保
険
税（
普
通
徴
収
／
７
期
）

○
介
護
保
険
料（
普
通
徴
収
／
７
期
）

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
普
通
徴
収

／
７
期
）

２
月
の
納
期
限　
２
月
28
日（
水
）

・
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税（
４
期
）

・
国
民
健
康
保
険
税（
普
通
徴
収
／
8
期
）

・
介
護
保
険
料（
普
通
徴
収
／
8
期)

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
普
通
徴
収

／
8
期
）

※
口
座
振
替
を
登
録
し
て
い
る
人
は
、
振
替

日
前
に
預
金
残
高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
税
務
課
☎（
21
）０
２
１
５

※
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て
は

医
療
連
携
課
☎（
21
）０
２
５
８
ま
で

税
金
の
納
期
限（
口
座
振
替
日
）

求
職
者
支
援
訓
練
受
講
者
募
集

　
現
在
、
２
～
３
月
に
開
講
す
る
コ
ー
ス

の
受
講
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
科　

基
礎
コ
ー
ス
・
実
践
コ
ー
ス

（
介
護
福
祉
、
医
療
事
務
、
事
務
分
野
な
ど
）

※
開
講
日
、
訓
練
期
間（
２
～
６
カ
月
）は

コ
ー
ス
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

受
講
料　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
は
自
己
負
担
）

※
一
定
の
要
件（
収
入
・
資
産
な
ど
）を
満

た
す
人
に
対
し
て
「
職
業
訓
練
受
講
給
付

金
」（
月
10
万
円
＋
交
通
費
）が
支
給
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
高
梁
☎（
22
）２
２
９
１

　
県
主
催
の
就
職
相
談
会
と
企
業
説
明
会

で
す
。
相
談
会
で
は
、
女
性
相
談
員
が
就
職

活
動
や
子
育
て
と
の
両

立
に
つ
い
て
な
ど
の
相

談
に
応
じ
ま
す
。
ま
た
、

地
元
企
業
の
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
る
企
業
説

明
会
と
就
職
セ
ミ
ナ
ー

を
同
時
に
開
催
し
ま
す
。

　

参
加
費
は
全
て
無
料
で
、
託
児（
要
予

約
）も
可
能
で
す
。

日
時　
３
月
２
日（
金
）午
前
10
時
～
午
後

２
時
30
分

場
所　
市
役
所
３
階
大
会
議
室

問（
運
営
）（
株
）キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

☎
０
８
６（
２
３
５
）９
８
２
８

HP http://furusato-w
.okayam

a.jp

女
性
の
た
め
の

お
し
ご
と
相
談
会
＆
説
明
会

国
民
年
金（
基
礎
年
金
）の
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

①
老
齢
基
礎
年
金
…
老
後
を
支
え
ま
す

②
障
害
基
礎
年
金
…
病
気
や
け
が
で
障
害

の
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
支
え
ま
す

③
遺
族
基
礎
年
金
…
加
入
者
な
ど
が
亡
く

な
っ
た
と
き
、
子
を
扶
養
し
て
い
る
配
偶

者
・
子
な
ど
を
支
え
ま
す

問
日
本
年
金
機
構
高
梁
年
金
事
務
所
☎（
21
）

０
５
７
０
／
市
民
課
☎（
21
）０
２
５
２

水
道
管
の
凍
結
・
破
裂
に
注
意

　
冬
季
は
屋
外
に
あ
る
水
道
管（
水
道
メ
ー

タ
ー
を
含
む
）の
凍
結
・
破
裂
が
多
発
し
ま

す
。
布
や
保
温
材
を
巻
き
つ
け
る
な
ど
し

て
、
各
自
で
防
寒
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

蛇
口
な
ど
が
凍
結
し
た
と
き
は
、
蛇
口

を
開
け
、
凍
っ
た
部
分
に
タ
オ
ル
な
ど
を

か
ぶ
せ
、
ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り
か
け
て

く
だ
さ
い
。
破
裂
し
た
場
合
は
、
市
指
定

給
水
装
置
工
事
事
業
者（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

参
照
）に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

問
上
下
水
道
課
☎（
21
）０
２
４
２

没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
出
生
し
て
い
る
こ

と
）　

④
前
述
の
①
～
③
以
外
の
戦
没
者

な
ど
の
三
親
等
内
の
親
族（
甥
姪
な
ど
）

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
か
ら
前
１
年
間

以
上
生
計
関
係
を
有
す
る
者
に
限
る
。

支
給
内
容　
額
面
25
万
円（
５
年
償
還
）

受
付
期
間　
４
月
２
日（
月
）ま
で

用
意
す
る
も
の　
本
人
確
認
書
類（
免
許
証

な
ど
）、印
鑑（
朱
肉
を
使
用
す
る
印
鑑
）、個
人

番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド

問（
受
け
付
け
）福
祉
課
☎（
21
）０
２
６
５

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

伐
採
木
を
差
し
上
げ
ま
す

　
成
羽
川
の
流
れ
を
よ
く
す
る
た
め
に
伐

採
し
た
樹
木
を
無
料
で
提
供
し
ま
す
。
希

望
す
る
人
は
提
供
場
所
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

提
供
期
間
・
場
所

①
１
月
27
日（
土
）～
２
月
11
日（
日
） 

長
屋
橋
近
辺
の
成
羽
川
右
岸
河
川
敷（
備

中
町
長
屋
地
内
）　

②
２
月
10
日（
土
）～
２
月
25
日（
日
） 

か
ぐ
ら
橋
近
辺
の
成
羽
川
左
岸
河
川
敷

（
成
羽
町
成
羽
地
内
）

※
い
ず
れ
も
伐
採
木
が
な
く
な
り
次
第
終
了

配
布
す
る
伐
採
木　
長
さ
１
～
１
・
５
ｍ

程
度
の
丸
太（
そ
の
他
、
ヨ
シ
、
ス
ス
キ

な
ど
も
あ
り
ま
す
）

注
意
事
項　

①
申
し
込
み
は
不
要
。
提
供
場
所
ま
で
直

接
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。（
道
幅
が
狭

い
た
め
、
小
型
自
動
車
以
下
）

②
積
み
込
み
運
搬
は
各
自
で
お
願
い
し
ま

す
。

③
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
車
輌
へ
積
み
込
む
際
は

過
積
載
と
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

④
配
布
す
る
伐
採
木
な
ど
の
品
質
に
つ
い

て
、
高
梁
地
域
事
務
所
工
務
課
は
一
切
の

責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

⑤
現
地
で
の
事
故
や
ケ
ガ
、
第
三
者
に
損

害
を
及
ぼ
し
た
場
合
、
ま
た
は
苦
情
な
ど

を
受
け
た
場
合
は
、
自
己
責
任
の
範
囲
と

し
、
高
梁
地
域
事
務
所
工
務
課
は
一
切
の

責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

⑥
伐
採
木
は
、
転
売
な
ど
の
営
利
目
的
に

使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

⑦
提
供
後
に
違
法
行
為（
不
法
投
棄
な
ど
）

の
無
い
よ
う
、
各
自
の
責
任
に
お
い
て
適

切
に
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

問
高
梁
地
域
事
務
所
工
務
課

☎（
21
）２
８
５
８

市民の皆さんからの意見を募集します（福祉課・介護保険課）
各計画の内容を公表し、意見を募集します。

計画 意見募集期間 提出方法 提出先

第３期障害者計画
第５期障害福祉計画
第１期障害児福祉計画（案）

   １月 16 日（火）～
   ２月 14 日（水）まで

・直接提出（福祉課／各地域局）
・郵送　※２月 14 日（水）必着
・ファクス
・電子申請（市ホームページ）

福祉課
〶７１６ ‐ ８５０１

（住所不要）

高梁市高齢者保健福祉計画・
第７期介護保健事業計画（案）

   １月 19 日（金）～
    ２月８日（木）まで

・直接提出（介護保険課／各地域局）
・郵送　※２月８日（木）必着
・ファクス
・電子申請（市ホームページ）

介護保険課
〶７１６ ‐ ８５０１

（住所不要）

問福祉課 ☎（21）０２８４F（23）１４３３　介護保険課 ☎（21）０２９９F（23）０６５５

提出された意見の取り扱い
①計画策定などの参考にさせていただきます。
②内容とそれに対する実施機関の考え方を後日公表します。ただし、住所・氏名の
　明記がないものや誹謗中傷を内容とするものは除きます。なお、公表の際は、住所・氏名は公表しません。
③個々のご意見に対して、直接個別の回答はいたしません。あらかじめご了承ください。
④賛否の結論だけの意見や趣旨が不明瞭なご意見には、回答をお示しできない場合があります。

閲覧方法
福祉課・介護保険課または各地域局で閲覧するか、市ホームページをご覧ください。

提出方法の注意点
住所、氏名（または団体名）、電話番号を明記の上、上記提出方法のいずれかで提出してください。
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